
 

 

 

 

 

 

 

いじめ防止強化月間 

―生徒会生活部校内の取り組み― 

文部科学省は2020年10月22日、「2019年度

児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課

題に関する調査」の結果を公開しました。いじめ

の認知件数は、過去最多の61万2,496件となった

という内容です。これは、調査の精度がより上が

ったこと、法や制度の整備が進んで、いじめに対

する大人たちの対処の網の目が細かくなっていっ

た結果だと考えられています。そんな中、生徒会

生活部校内が「いじめ防止強化月間」の取り組み

でいじめ防止の啓発につながる標語の作成に取り

組みました。全校生から標語を募集し、最優秀作

品は「のぼり」として生徒昇降口に設置して啓発

活動として使用しています。作品を考えてくれた

生徒にインタビューしています。 

 

『いじめゼロ それが未来の 社中』 

僕は、この強化月間の後もいじめゼロが続いて

ほしいという思いで作りました。いじめはここだ

け、今だけの問題ではありません。だからこそ、まずはこの社中学校から相手の気持ちを考え

て「いじめ」をなくしていきましょう。（2年：森岡 涼斗くん） 

 

『大事なのは ＳＯＳに気づけるやさしさ 発する勇気』 

大事なことは、困っている人が出しているＳＯＳに周りが気づくことだと思います。そして

発する勇気には、二つの意味があります。一つ目は、周りの人が気づいたら見て見ぬふりをせ

ず、勇気を出して助けてあげてほしいということです。二つ目は、困ったことを抱えている人

は、1人で抱え込まないで勇気を出してＳＯＳを発してほしいということです。このような思

いを込めてつくりました。（2年：邑上 輝さん） 
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『心を傷つける「言葉たち」 それを止めるのは 「私たち」』 

私は、自分が話したり、伝えたり、書いた言葉に責任を持ってほしいという思いを込めまし

た。私たちは、誰かに思いや気持ちを伝える方法として、会話やメッセージ、ＳＮＳなどがあ

ります。どれを取ってみても、一度口から出た言葉、書いた言葉は相手の心にとどまります。

だからこそ、自分が伝えた一つ一つの言葉に責任を持てる社中生になれるように、みなさんで

心がけていきましょう。（2年：藤本 朋花さん） 

 

 

 

 10 月に、全校生徒を対象に中学生の健全育成に関するアンケートを行いました。下の表は、規範

意識について過去 2 年間の結果との比較したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○法律で規制されていること（１0～１2）については例年規範意識が高い。 

○「周りの人にすすんで挨拶をしている」は前年度と比較すると、０．1 ポイント上がっているが、

Ｈ30 年度との比較は-０．１３ポイント下がっている。 

 

中学生の健全育成に関するアンケート 

～社中学校の規範意識を探る～ 

　 H30.7 R1.11 R2.10 Ｒ１年度と比較 男子 女子

1 3.54 3.53 3.54 0.01 3.53 3.54

2 3.89 3.93 3.94 0.01 3.92 3.95

3 3.13 3.13 3.09 -0.05 3.03 3.16

4 3.72 3.73 3.76 0.03 3.72 3.81

5 3.32 3.26 3.25 -0.01 3.22 3.29

6 3.73 3.74 3.79 0.04 3.76 3.81

7 　人に暴力をふるう 3.83 3.85 3.86 0.01 3.81 3.92

8 3.66 3.59 3.55 -0.04 3.56 3.54

9 3.70 3.65 3.70 0.05 3.65 3.75

10 3.95 3.95 3.93 -0.02 3.92 3.94

11 3.93 3.92 3.91 -0.01 3.90 3.93

12 3.97 3.99 3.97 -0.01 3.97 3.98

13 3.72 3.68 3.71 0.03 3.74 3.69

14 3.42 3.19 3.29 0.10 3.28 3.30

3.68 3.65 3.66 3.64 3.69

       R２　中学生の健全育成に関するアンケート ～社中学校の規範意識を探る～

１～4点（１　かまわない、２　少しくらいはかまわない、３　しないほうがよい、４　絶対にしてはいけない）

　髪の毛を染めたり、脱色したりする

項　　　　　目

　学校や授業をさぼる

　酒を飲む

　カンニングをする

　たばこを吸う

　授業中、私語をする
　人の持ち物にいたずらをする

  周りの人にすすんで挨拶をしている
平　　均　　値

（1）規範意識の変化

　万引きをする
  携帯電話を学校内に持ち込む

  自転車に乗ったまま横断歩道を渡る
　ヘルメットをかぶらない

　無断で外泊をする

【ウインドブレーカー着用について】 

・１１月６日（金）から着用可能にしています。 

〇着用は、原則として登下校、部活動のときに限ります。校舎内での着用は出来ませんので、登

校すれば自転車置き場で脱ぐようにしましょう。 

〇登下校時は、制服の上から着用します。その場合は、上着のみの着用、もしくは上下両方の着

用になります。 

【下校時刻について】 

・日没が早くなっています。寄り道をせずに早く下校するようにしましょう。早めにライトを点

灯させ、事故を未然に防ぐようにしましょう。各家庭でも帰宅時間が遅い場合は注意してやって

ください。 

【最終下校時刻】 

１１月 ２日（月）～１１月１３日（金）・・・１７：００ 

１１月１６日（月）～ １月１５日（金）・・・１６：３０ 


